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　労働者名簿，賃金台帳については労働基準
法第１０７条，１０８条に示されている通り必ず作
成しなければならないのに対し，出勤簿につ
いては法律上で備え付け義務が明記されてお
らず，必ずしも作成しなければいけないもの
ではありません。しかし，現実的に出勤簿が
ないと各社員の出勤状態の把握が難しく，総
務部門にとってはなくてはならないものにな
っていますし，各保険（労働災害など）給付
の請求時は必要となります。
　また，毎月の給与計算を行うときには出勤
簿から出勤日数，欠勤日数，残業時間等を集
計し給与計算に反映させたり，賃金台帳を作
成したりする上で必要となる帳簿といえるで
しょう。
　このようなことが，出勤簿は労働者名簿，
賃金台帳とならぶ「労働（法定）３帳簿」と
いわれる由縁となっていると思われます。
　そもそも出勤簿とは各従業員の日々の勤務
状態を記録するもので，記入方法や様式につ
いてはこれでなければいけないといったもの
はありません。日々各社員が「何時に出勤」
し，「何時に退社」したのか，また，「何時間
残業した」や「何分遅刻した」などが管理で
きればよいだけです。
　日本法令ではこのような出退勤管理を行う
上で，各事業所，各給与体系に合った「出勤
簿」を提供しています。
①　１社員，１枚で１年間利用可能な出勤

簿
②　連名記入（１５社員分）可能な出勤簿
③　Ｂ５サイズの１社員，１枚で１年間利用
可能な出勤簿

④　出勤簿と賃金計算簿とが組み合わさっ
た「出勤簿兼賃金計算簿」

⑤　パートタイマー，アルバイト，日雇い
用「出勤簿兼賃金計算簿」

⑥　社員自らが出退勤時間を記入する出勤
簿

⑦　賃金台帳と出勤簿が組み合わさった
「出勤簿兼賃金台帳」

　上記④で示した「出勤簿兼賃金計算簿」（労
務４）は半月単位，１月単位で賃金計算がで
きるものです。この出勤簿上で賃金計算まで
を行っておけば，後は，給与明細書へ転記す
るだけで済みます。また，半月単位で賃金計
算ができるので誤りも少なく，もし間違えた
場合でもミスの箇所を発見しやすいというメ
リットがあります。
　同じ「出勤簿兼賃金計算簿」が上記⑤にあ
ります。こちらは，時給者，日給者用で日々
賃金計算ができます（労務５）。給与体系に合
わせてご利用ください。
　出勤簿を工夫し上手に作成できれば，その
後の給与計算（給与明細書）や賃金台帳作成
がとても楽になるはずです。  　　　　　　　 
 � （文責：㈱日本法令企画開発部　杉山正広）
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